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周南市バスケットボール協会細則―１ 

 
（加盟登録料） 

第１条  加盟登録料は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）社会人（旧実業団、クラブ、大学高専）５，０００円／チーム 

（２）U１８                ２，０００円／チーム 

（３）U１５                ２，０００円／チーム 

（４）U１２                ２，０００円／チーム 

    ※個人登録料は不要とする。 

 

   附 則 

この細則は、２０２３年４月１日から施行する。 


